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◆受付期間　8月 12 日（金）～ 31 日（水）
◆第一次試験　警察官Ｂ　10 月 16 日（日）
　警察事務（初級）及び装備（警察）　9月 25 日（日）
◆受験資格
　①警察官Ｂ
　　昭和56年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人。
　②警察事務（初級）
　　平成2年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人。
　※①②とも学校教育法による4年制の大学等を卒業した
人又は平成 24年 3月までに卒業見込みの人は受験でき
ません。

　高幡消防組合消防職員採用資格試験を次の要領
で実施します。
1. 採用予定年月日　平成 24 年 4 月 1 日
2. 試験区分　　　　消防士（初級）
3. 採用予定人員　　若干名
4. 勤務地（署）　　
　　 高幡消防組合　四万十清流消防署
5. 応募資格　　　　
（1）昭和61年4月2日から平成6年4月1日までに生ま
れた者

（2）日本国籍を有する者
（3）採用後は四万十町内に居住できる者
（4）①身長おおむね1.62m以上
　　　体重おおむね55㎏以上
　　　胸囲は身長のおおむね2分の1以上の者
　　②両眼とも視力1.0以上（ただし、矯正視力1.0以

上の場合は裸眼視力0.1まで緩和する）
　　③弁色力、聴力が正常な者

（5）地方公務員法第16条に定める各号に該当しない者
（6）その他高幡消防組合消防職員採用規程による
6. 受験手続
　（1）高幡消防組合消防本部又は四万十清流消防
署で交付する申込み用紙に必要事項を記入のう
え応募してください。

　（2）受付期間は 8月22日（月）から9月16日（金）
までの午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで。

　　（土・日除く）
　＊郵送可、締切り日時までに必着のこと。
7. 試験日時
　　第一次試験　10月16日（日）
　　受験票で指定する時間、
　　場所で実施

　町では、本年４月から施行された「四万十町まち
づくり基本条例」に掲げる、地域内分権を推進する
仕組みづくりを検討するため、四万十町地域自治区
検討委員会を設置することとしました。
四万十町にふさわしい、地域自治区制度の原案づく
りに参加していただくため、委員を募集します。

◆活動内容：四万十町における地域自治区制度の研
究・原案の作成協議

◆応募資格：町内在住で住民自治に関心のある方

◆募集人員：６名
◆応募期限：8月29日（月）　
　　　　　　※郵送の場合、当日消印有効
◆応募方法：「四万十町における住民自治」をテー

マに、800 字程度の作文（様式は自由）
にまとめ、氏名（ふりがな）、性別、職業、
生年月日、住所、連絡先電話番号と、
略歴・自己 PR（自由）を記入のうえ、
郵送してください。

※選考基準に基づき審査を行い選任します。

〔お問い合わせ先〕 
窪川警察署　☎22-0110
警務課人事係　☎0120-032376

●高知県警察採用募集

●消防職員の募集

●四万十町地域自治区検討委員会の委員を公募します

〔お問い合わせ先〕 
高幡消防組合消防本部　☎０８８９-４３-１２７２
四万十清流消防署　　　☎２２-０００１

〔応募・お問い合わせ先〕 〒768-8501　四万十町茂串町3-2　四万十町役場企画課　☎22-3124

　③装備（警察）
　　　昭和 59 年 4月 2日
以降に生まれた人で、
自動車整備の1級、2 級又は 3 級の資格
及び大型自動車第一種免許を有する人又
は平成 24 年 3月までに取得見込みの人

◆申込書
　窪川警察署又は各駐在所にあります。


